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３４．兵庫県災害援護金支給等に関する規則 

 

 （目的） 

第１条 この規則は、災害の発生に際し、当該災害による被災者に対して災害援護金及び死亡見舞金

を支給することにより、被災者の援護を図ることを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

 （１） 災害 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号に規定する災害をいう。 

 （２） 自然災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震（地震による火事を含む。）、津波その他

の異常な自然現象により生ずる被害をいう。 

 （３） その他の災害 災害のうち、自然災害以外の災害をいう。 

 （４） 被災世帯主 災害によって被害を受けた世帯の世帯主をいう。 

 （５） 重傷の被災者 災害によって１箇月以上医師の治療を要する負傷を受けた県民をいう。 

 

 （災害援護金） 

第３条 県は、次に掲げる者に対して災害援護金を支給するものとする。 

 （１） 県の区域内において発生した自然災害による一の市町の区域内の被害数が５以上に達した

場合にあっては、当該自然災害による県の区域内に住所を有する被災世帯主及び重症の被災

者 

 （２） 県の区域内において発生したその他の災害について災害救助法（昭和22年法律第118号）

による救助が実施された場合にあっては、当該救助が実施された市町の区域内に住所を有す

る被災世帯主 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認める災害による被災世帯主及び重

症の被災者 

２ 前項第１号の被害数は、被害を受けた世帯数により算定するものとし、住家が全壊し、全焼し、

または流失した世帯１世帯を１とし、半壊し、または半焼した世帯１世帯を２分の１とし、床上

浸水した世帯１世帯を３分の１として計算するものとする。 

 ３ 第１項の災害援護金の額は、別表第１に掲げるとおりとする。 

 

 （死亡見舞金） 

第４条 県は、次に掲げる者に対して死亡見舞金を支給するものとする。 

 （１） 県の区域内において発生した自然災害により死亡した者の遺族 

 （２） 県の区域内において発生し、かつ、災害救助法による救助が実施されたその他の災害によ

り死亡した者の遺族 

 （３） 県の区域外（日本国内に限る。）において、自然災害または災害救助法による救助が実施

されたその他の災害により死亡した県民の遺族 

 （４） 前３号に掲げるもののほか、知事が等に必要があると認める災害により死亡した者の遺族 

 ２ 前項の死亡見舞金の額は、別表第２に掲げるとおりとする。 

 

 （適用除外） 

第５条 県は、前２条の規定に該当する場合においても、当該被災者の責めに返すべき理由により被

害が生じたとき、その他知事が災害援護金及び死亡見舞金を支給することが適当でないと認め

るときは、これを支給しないことがある。 

 ２ 県は、前条第１項第１号又は第３号に該当する場合であっても、当該死亡した者の遺族に対し
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て災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号）第３条の規定による災害弔慰金

が支給されたときは、死亡見舞金を支給しないものとする。 

 

 （補則） 

第６条 この規則の実施に関して必要な事項は、知事が別に定める。 

 

     附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

  （災害援護金等の支給に関する規則の廃止） 

２ 災害援護金等の支給に関する規則（昭和43年兵庫県規則第52号）は、廃止する。 

  （経過措置） 

３ この規則の施行前に発生した災害に係る災害援護金等の支給については、なお従前の例による。 

 

     附 則（昭和53年４月１日規則第38号） 

  （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

  （経過措置） 

２ 改正後の災害援護金等の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した災害か

ら適用する。 

 

     附 則（昭和58年２月１日規則第６号） 

  この規則は、公布の日から施行する。 

 

     附 則（平成２年３月30日規則第10号） 

  （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

  （経過措置） 

２ 改正後の災害援護金等の支給に関する規則の規定は、平成２年３月18日以降に発生した災害に

ついて適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。 

 

     附 則（平成16年10月29日規則第76号） 

  （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

  （経過措置） 

２ 改正後の災害援護金等の支給に関する規則の規定は、平成16年８月30日以降に発生した災害に

ついて適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。 

 

     附 則（平成21年10月９日規則第58号） 

  （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

  （経過措置） 

２ 改正後の災害援護金等の支給に関する規則の規定は、平成21年８月９日以降に発生した災害に

ついて適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。 
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     附 則（平成25年５月17日規則第29号） 

  （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

  （経過措置） 

２ 改正後の災害援護金等の支給に関する規則の規定は、平成25年４月１３日以降に発生した災害

について適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。 
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別表第１（第３条関係） 

災  害  援  護  金 

災害の種別 被害の種別 災害援護金の額 

自然災害 

住家の全壊、全焼又は流失 １世帯につき200,000円 

住家の半壊又は半焼 １世帯につき100,000円 

住家の一部損壊（被害に係る損害割

合が10分の１以上であるものに限

る。）又は床上浸水 

１世帯につき 50,000円 

  重傷の被災者 １人につき  30,000円 

その他の災害 
  住家の全壊又は全焼 １世帯につき 50,000円 

  住家の半壊又は半焼 １世帯につき 30,000円 

 

 

別表第２（第４条関係） 

死  亡  見  舞  金 

災害の種別 災害の発生した場所 死亡見舞金の額 

自然災害 

県の区域内 

死亡した県民等１人につき 

200,000円  

死亡した県民等以外の者１人につき 

60,000円  

県の区域外 
死亡した者１人につき 

200,000円  

その他の災害 

県の区域内 

死亡した県民等１人につき 

100,000円  

死亡した県民等以外の者１人につき 

60,000円  

県の区域外 
死亡した者１人につき 

100,000円  

     備考 この表において、「県民等」とは、次に掲げる者をいう。 

       （１） 県の区域内に住所を有する者 

       （２） 県の区域内の事務所又は事業所に勤務する者 

       （３） 県の区域内の学校に在学する者 

       （４） その他これらに類する者 
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３５．兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定 
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３６．西播磨地域災害時等相互応援に関する協定 
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● 連絡主管市町及び連絡体制 

被   災   市   町 連   絡   体   制

地   域 地 域 市 町 連絡主管市町 地 域 代 表 市 町

姫 路 地 域 姫路市 赤 穂 市 相生市・宍粟市・神河町・佐用町

揖龍・相生地域 相生市・たつの市・太子町 宍 粟 市 姫路市・赤穂市・神河町・佐用町

赤 穂 地 域 赤穂市・上郡町 姫 路 市 相生市・宍粟市・神河町・佐用町

神 崎 地 域 市川町・福崎町・神河町 相 生 市 姫路市・赤穂市・宍粟市・佐用町

宍 粟 地 域 宍粟市 姫 路 市 相生市・赤穂市・神河町・佐用町

佐 用 地 域 佐用町 相 生 市 姫路市・赤穂市・宍粟市・神河町

  

  被災市町  ⇒  連絡主管市町  ⇒  各地域代表市町  ⇒  地域各市町    
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３７．姫路市、市川町、福崎町及び神河町における消防相互応援協定書 
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３８．朝来市及び神河町における消防相互応援協定書 
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３９．災害時における応急対策業務に関する協定書 
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４０．災害時における町内郵便局との相互協力に関する覚書（大河内郵便局） 
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４１．災害時における町内郵便局との相互協力に関する覚書（神崎郡郵便局） 
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４２．兵庫県自治体病院開設者協議会災害初動時相互応援協力に関する協定 
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４３．神河町多可町広域消防相互応援協定 
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４４．災害時の応援に関する申し合わせ（国交省近畿地方整備局） 
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４５．災害時等の応援に関する申し合わせ（姫路河川国道事務所） 
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